
 

 

 

【令和７年度事業者処分等について】（令和８年１月末現在） 

                          埼玉県消費生活課  

 

１ 特定商取引法 

（１）処分：４件（業務停止命令１、指示１、業務禁止命令２） 

（別添報道発表資料のとおり） 

                       

（２）指導（特定商取引法・県消費生活条例） 

販売類型 件数 

・訪問販売  ８２件 

・通信販売   ３件 

・電話勧誘販売   ３件 

・訪問購入   ２件 

計  ９０件 

 

【主な指導事案の概要】 

〇 訪問販売では「屋根の修繕」、「給湯器交換」、「分電盤交換」に関係する事案が多数

（いわゆる「点検商法」）。 

・ 勧誘時点で有償の修繕・交換契約になる可能性があることを明示していないおそれ 

・ 必ずしも必要といえない修繕・交換について、あたかも必要であるかのように告げていた

おそれ 

・ 高齢者等の判断力の不足に便乗して契約していたおそれ 等 
 

〇 計９０件のうち他都県との合同指導：１０件 

 

 

 

資料４ 
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２ 景品表示法 

（１）措置命令：なし 

     

（２）指導                                    

文書指導 ３２ 件 優良有利誤認（２３件） 優良誤認（９件） 

口頭指導 ２ 件 優良有利誤認（ ２件） 

計 ３４ 件  

※優良誤認表示：商品・サービスの品質を実際よりも優れているかのように偽って表示する行為。 
※有利誤認表示：商品・サービスの価格・取引条件を実際よりも有利であるかのように偽って表示する行為。 
 
【主な指導事案の概要】 

〇 美容系商品、サプリメント、整体院等で法に違反するおそれのある表示が多数。 

・ 効能効果：合理的根拠が存在しないおそれ（優良誤認） 

・ ランキング：統計的に客観性が確保された調査によるものではないおそれ（優良誤認） 

・ 限定と称したキャンペーン：人数・期間が限定されていないおそれ（有利誤認）  
 

〇 計３４件のうち他都県との合同指導： ２件 
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埼玉県 

＜報道発表資料＞ 

 

カテゴリー:県政一般 

 

 

  分電盤交換工事等を行う事業者に対する行政処分について 

 
 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「法」という。）に基づ

き、下記のとおり分電盤交換工事等を行う事業者等に対する行政処分を行いました。 
 

● 行政処分の概要 

１ 処分対象事業者 

（１）名 称：総合メンテナンスサービス株式会社 

（２）所 在 地：東京都中央区銀座１－１２－４Ｎ＆Ｅ・ＢＬＤ．７階 

（３）営 業 所：埼玉県戸田市本町１－１－１２ＩＴＯコヤマ２階 

（４）設 立：令和６年５月２９日  

（５）代 表 者：代表取締役 川野 辰哉 

（６）業  態：訪問販売（分電盤交換工事等） 

 

２ 処分対象者 

（１）代表取締役 川野 辰哉 

（２）統括管理責任者 岩淵 大輝 

 

３ 事業者の営業方法 

当該事業者は、消費者宅に電話をかけ、分電盤の無料の点検を実施すると勧誘し、

消費者宅を訪問、点検実施後に、有償の分電盤交換工事等を勧誘し、契約締結後に

分電盤交換工事等を実施していました。 

 

４ 違反行為の内容 

（１）勧誘目的等不明示（法第３条） 

    当該事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その

相手方に対し、分電盤の点検実施に係る勧誘のことについて告げるのみで、

分電盤交換工事等の契約の締結を勧誘する目的である旨を明らかにしていま

せんでした。 

（２）判断力不足便乗（法第７条第１項第５号・法施行規則第１８条第２号） 

    当該事業者は、認知症を発症していた消費者等の判断力の不足に乗じ、分

電盤交換工事等の契約を締結させていました。 

  令和８年１月２９日 

県民生活部 消費生活課 
事業者指導担当 東、堀越 

直通 048-830-2933 
内線 2932 

E-mail: a2930-03@pref.saitama.lg.jp 
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５ 処分日 

    令和８年１月２９日 

 

６ 処分の内容 

（１）業務停止命令３か月（令和８年１月３０日から令和８年４月２９日まで） 

    当該事業者に対し、訪問販売に関する役務提供契約について勧誘、申込み

を受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。 

（２）指示 

    当該事業者に対し、次の措置をとるよう指示しました。 

   ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査

分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から１か月以

内に文書にて報告すること。 

   イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内コンプライアンス体

制の構築について、本件業務停止命令に係る業務を再開する１か月前まで

に文書にて報告すること。 

（３）業務禁止命令３か月（令和８年１月３０日から令和８年４月２９日まで） 

    代表取締役及び統括管理責任者に対し、上記（１）の停止を命じる範囲の

業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員

となることを含む。）の禁止を命じました。 

 

● 県民の皆様へ 

  ・ 突然の電話や訪問で分電盤などの無料点検を持ちかけられても、安易に点検

を受けないようにしましょう。 

  ・ 点検を受けたとしても、その場では契約せず、契約内容や契約金額について

十分に比較・検討しましょう。 

  ・ 契約内容に関しておかしいと感じる点があったり、契約上のトラブルに巻き

込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費生活相談窓口にご相談くだ

さい。「消費者ホットライン：（市外局番なし）電話１８８」で最寄りの消費

生活相談窓口に繋がります。 
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